
平成３０年度 

第１回医療介護連携推進部会 
振り返り 

1 

資料２ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

地域包括ケア推進委員会 

在宅医療介護連携 
推進事業 

小児等在宅医療 
推進事業 

地域包括ケア推進事業 

小児等在宅 
医療推進 
連絡会 

仕組み
づくり 

医療介護連携推進部会 

広
報
紙
等
（え
ぼ
丸
通
信
） 

依
頼
講
座 

住
民
向
け
研
修
会 

リ
ー
フ
レ
ッ
ト 

在
宅
ケ
ア
相
談
窓
口 

在
宅
ケ
ア
相
談
窓
口 

検
討
グ
ル
ー
プ 

病
院
間
情
報 

交
換
会 

医
療
介
護
連
携
シ
ス
テ
ム 

検
討
グ
ル
ー
プ 

地
域
リ
ー

ダ
ー
会
議 

同
行
訪
問
研
修 

多
職
種
連
携

研
修
会 

運
営
委

員
会 

仕組みづくり 関係者人材育成 住民への周知 

ワ
ー
キ
ン
グ 

グ
ル
ー
プ 

医療介護連携 
推進部会の 
位置づけ 

2 



 

(1) 医療介護連携推進部会（以下「部会」という。） 地域包括ケア
システムに関する市町の区域の住民の医療及び介護に係る
課題について検討を行うと ともに、グループを設置すること
ができる。 

 

（部会及び連絡会） 

第８条 委員会は、地域包括ケアシステムの仕組みづくりを推進
するため、次のとおり部会及び連絡会を置くことができる。 
 

 

茅ヶ崎市地域包括ケア推進委員会設置要綱 

・ 
・ 
・ 

3 部会員及び会員の任期は、２年とする。ただし、補欠の部会
員及び会員の任期は、前任者の残任期間とする。 

4 部会員及び会員は、再任することができる。 
5 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 
6 副部会長は、部会長を補佐し、・・・・・・・ 
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医療介護連携推進部会の 
取り組むべき内容や機能等 

①各代表者が属する機関の意見等を集
約し推進部会に参加するとともに討議
内容を各関係者に報告し 共有する。 
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③検討グループの報告を受け、意見交換
する。 

②在宅医療介護連携推進事業の在り方 
  全般を検討する。 



推進部会メンバー 
平成29年度～平成30年度 
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平成２９年度～３０年度 
検討会開催実績 

年度 回数 日程 出席者人数 

２
９
年
度 

第１回 7月13日 21人 

第２回 11月29日 26人 

第３回 3月22日 25人 

３
０
年
度 

第１回 5月31日 29人 

第２回 11月15日 
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平成３０年度第１回推進部会の概要 
(振り返り) 
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地域の中で課題だと感じていること
についてグループワークを行った。 



がん疼痛管理に 
ついて：がん疼痛
管理チームを組め
ると良い 

精神科の往診に 
ついて 

在宅専門クリニッ
クについて 

在宅患者の環境
について 等 8 

Aグループ 
がん末期患者の  
病院から在宅への 
移行に伴う連携に 
ついて 

診療所の麻薬取扱い
の実態把握について 

精神科の往診につい
て 等 
 

情報共有のツール 
について 

歯科医師会の組織
率が下がっている 
こと 

歯科医師の訪問医
師の固定化について 
等 
 

平成３０年度第１回推進部会の概要 
(振り返り) 

Bグループ 

地域の中で課題だと感じていること
についてグループワークを行った。 

Cグループ 



本日の推進部会の方向性 

  第１回推進部会の検討を踏まえて、 
  検討が進んだ取組について共有し、 
  方向性の審議をはかる。 
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